
京
　
枡
座
　
に

つ

い

て
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田

修

｛　
【
要
約
】
　
石
高
制
を
基
礎
と
し
、
米
穀
を
主
要
な
商
晶
と
す
る
近
世
封
建
社
会
に
お
い
て
、
量
制
の
問
題
が
重
要
な
位
置
を
占
め
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

恥
…
　
い
。
す
で
に
宝
月
圭
吾
氏
が
、
こ
の
聞
題
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
た
ま
た
ま
調
査
す
る
こ
と
を
え
た
京
枡

…
座
文
蓬
よ
り
つ
つ
・
蕎
藥
統
製
の
蔑
と
し
て
な
さ
れ
た
枡
座
の
成
立
と
構
造
を
解
明
し
た
』
黒
建
は
欝
と
関
係
の
深
い
杢
頭
語
家
配

…　
下
の
棟
梁
が
こ
れ
に
当
り
、
生
産
、
価
格
な
ど
幕
府
の
統
制
と
特
権
的
保
護
を
う
け
て
お
り
、
こ
の
分
析
は
詩
か
か
る
特
権
的
業
者
の
内
容
を
示
す
と
と
も

へ　

ﾉ
領
主
市
場
統
制
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
量
制
の
問
題
は
、
石
高
制
に
基
礎
を
お
き
、
し
た
が
っ
て
米
穀
が

地
代
と
し
て
収
取
さ
れ
、
主
要
な
商
晶
と
な
っ
て
い
た
近
世
封
建
社

会
の
経
済
を
研
究
す
る
の
に
、
基
礎
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
私
も
近
世
全
国
市
場
の
構
造
を
追
求
す
る
中
で
、
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

制
史
に
興
味
を
竜
ち
は
じ
め
た
の
で
極
る
。

　
す
で
に
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
宝
月
圭
吾
氏
『
中
世
量
制
史
の

研
究
』
が
あ
り
、
豊
富
な
実
証
に
よ
り
、
主
要
な
問
題
点
を
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
改
め
て
付
加
す
べ
き
こ
と
竜
少
な
い
よ
う

で
あ
る
が
、
先
年
た
ま
た
ま
機
会
を
え
て
京
枡
座
福
井
家
文
書
を
調

査
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
検
討
、
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

枡
座
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
京
枡
の
研
究
に
も
、
悲
干
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

見
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　
福
井
家
は
寛
永
年
間
に
京
枡
座
と
し
て
創
業
、
近
世
を
通
じ
て
、

京
枡
座
の
地
位
に
あ
り
、
維
新
後
も
斯
業
を
続
け
、
現
在
に
及
ん
で

い
る
。
し
た
が
っ
て
同
家
に
保
存
さ
れ
る
史
料
は
、
延
宝
年
間
の
京

中
大
火
に
よ
り
、
初
期
の
文
書
を
焼
失
し
て
い
る
と
は
い
え
、
元
禄
・
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享
保
以
降
の
・
も
の
を
残
し
、
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、

こ
の
文
書
を
中
心
と
し
て
、
京
枡
座
の
成
立
と
構
造
を
明
ら
か
に
し

ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
幕
府
商
業
統
綱
の
一
部

門
の
実
態
勧
知
り
た
い
と
考
え
る
。

①
　
筆
幕
無
『
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造
』
参
照
。

②
　
福
井
家
由
緒
諜
に
よ
る
京
枡
座
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
小
葉
繊
淳
教
授

　
が
『
1
5
～
1
7
世
紀
に
お
け
る
物
価
変
動
の
研
究
』
の
解
説
に
お
い
て
若
干

　
触
れ
て
お
ら
れ
る
。

一
　
耕
座
の
成
立

　
枡
座
は
枡
の
製
造
・
販
売
を
領
掌
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
実
態
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
成

立
情
況
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
領
主
階
級
に
と
っ
て
、

如
何
に
重
要
視
さ
れ
た
か
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
、

　
江
戸
枡
酪
は
早
く
よ
り
樽
藤
左
衛
…
門
象
で
あ
っ
た
。
樽
家
は
享
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

十
年
八
月
書
上
に
よ
る
門
先
祖
由
緒
書
」
に
よ
れ
ば
、
喜
多
村
・
奈

良
両
家
と
な
ら
ぶ
江
戸
町
年
寄
の
三
家
の
一
で
あ
り
、
先
祖
は
家
康

に
仕
え
た
水
野
忠
政
の
孫
弥
吉
康
忠
で
あ
り
、
改
名
し
て
樽
一
二
四
郎

と
称
し
た
も
の
と
伝
え
る
。
天
正
九
年
五
月
遠
州
町
々
支
配
を
命
ぜ

ら
れ
、
江
戸
入
府
後
は
天
正
十
八
年
八
月
十
五
日
江
戸
町
女
支
配
を

仰
付
け
ら
れ
た
名
門
で
、
慶
長
十
七
年
に
は
東
海
道
・
中
仙
道
の
一

里
塚
建
設
に
も
参
与
し
て
い
る
特
権
的
町
人
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で

樽
家
由
緒
書
に
は
、
残
念
な
が
ら
枡
座
に
つ
い
て
は
、
　
「
東
三
十
三

ケ
国
枡
之
儀
、
古
来
ず
被
仰
付
協
」
と
述
べ
る
の
み
で
、
他
に
伝
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
織
豊
三
十
三
露
国
枡
管
掌
の
こ

と
は
、
寛
文
年
間
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
成
立
期
に
つ
い
て
伝

え
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
云
っ
て
よ
い
。
た
だ
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
町

家
が
特
権
的
町
人
で
あ
り
、
三
河
以
来
の
由
緒
に
よ
ゆ
、
枡
座
に
な

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
江
戸
枡
座
の
枡
は
京
枡

と
は
異
り
、
五
寸
四
方
深
さ
二
寸
九
分
、
新
京
枡
九
合
六
勺
四
才
に

相
当
す
る
屯
の
で
あ
り
、
通
用
範
臨
も
ほ
ぼ
江
戸
と
そ
の
周
辺
に
限

ら
れ
て
い
た
と
見
て
も
よ
い
。
以
上
不
充
分
で
あ
る
が
江
戸
枡
座
に

つ
い
て
眺
め
た
。

　
京
枡
座
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
た
延
宝
元
年
の
大
火
に
よ
っ
て
焼

失
し
た
た
め
、
成
立
当
初
の
文
書
を
欠
い
て
い
る
の
が
遺
憾
で
あ
る

が
、
福
井
家
由
緒
書
を
通
じ
て
、
そ
の
情
況
を
眺
め
て
み
た
い
と
思

　
③

・
う
。　

福
井
家
の
由
緒
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
享
保
十
一
年
畿
内
大
工

の
棟
梁
で
あ
る
中
井
主
水
の
文
書
（
写
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
坂
町
奉
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行
宛
の
福
井
家
書
上
に
添
書
し
た
も
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

　
京
枡
売
出
し
候
儀
、
元
和
年
中
伏
見
御
願
御
用
相
勤
候
私
祖
父
中
井
大
回

　
守
麦
配
仕
候
棟
梁
山
村
与
助
二
被
仰
付
候
、
与
助
儀
其
後
大
坂
御
城
御
用

　
摺
墨
書
候
二
一
、
摂
之
儀
御
免
月
切
米
百
俵
被
下
候
、
其
以
後
京
都
娼
水

　
三
左
衛
門
ト
申
棟
梁
二
等
御
用
被
仰
付
候
、
三
左
衛
門
跡
、
京
都
鈴
木
源

　
太
夫
ト
申
棟
梁
二
被
稗
付
候
、
源
太
央
病
死
跡
目
無
御
座
、
寛
永
十
一
戌

　
年
板
倉
周
防
守
殿
御
所
司
之
節
、
福
井
作
左
衛
門
ト
申
棟
梁
二
被
仰
付
候
、

　
当
作
左
衛
門
迄
六
代
枡
三
聖
駄
細
…
続
仕
候

　
こ
の
添
書
は
、
京
枡
座
の
由
来
を
伝
え
て
い
る
が
、
更
に
元
禄
十

一
年
十
二
月
付
福
井
作
左
衛
門
由
緒
書
上
（
控
）
を
も
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
　
乍
恐
私
由
緒
書
二
三

　
一
、
大
和
国
福
旧
記
と
申
所
一
㎜
私
祖
父
櫃
井
作
左
衛
門
迄
ハ
地
侍
轟
而
罷
在

　
候
、
然
処
ユ
大
工
之
道
稽
古
仕
、
親
源
太
夫
私
迄
棟
梁
凱
罷
成
候
審
、

権
現
様
大
坂
　
御
娼
陣
エ
中
井
大
和
守
手
下
二
付
私
祖
父
罷
出
御
帰
陣
二
相

　
回
申
旧
事

　
一
、
右
　
御
帰
陣
以
後
摂
州
佐
吉
天
王
寺
御
作
三
口
罷
出
、
大
工
之
棟
梁
三
三
、

　
其
後
大
坂
御
城
御
作
蔓
駿
河
御
作
蔓
江
戸
御
本
丸
紅
葉
山
御
作
吏
相
勤
申
・

　
　
候

　
一
、
　
六
十
五
舶
ヰ
以
晶
訓
石
識
個
山
小
八
幡
宮
御
目
跳
氾
営
之
時
、
私
祖
父
相
鋤
門
由
」
内
二

大
猷
続
様
　
御
上
洛
備
付
、
板
倉
周
防
穿
殿
江
中
井
大
和
守
幽
門
上
、
二
条

　
満
城
御
用
之
大
工
棟
梁
二
私
祖
父
作
左
爾
門
馬
被
為
仰
付
業
事

一
、
五
十
年
以
前
二
板
倉
周
防
守
殿
江
中
井
大
和
守
被
申
上
、
祖
父
作
左
衛

　
門
跡
役
私
親
源
太
夫
二
被
為
仰
付
密
画

一
、
弐
十
七
年
以
前
二
永
井
俘
賀
守
殿
江
中
井
主
水
薦
被
申
上
、
私
親
源
太

　
夫
跡
役
私
二
被
為
仰
付
候
、
私
迄
三
代
馬
絹
被
為
押
付
候
病
難
有
髪
存
候

　
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
条
御
城
大
工
棟
梁

，
　
元
禄
十
壱
年
寅
十
一
一
月
　
　
　
　
　
編
井
作
左
衛
門
⑳

以
上
、
も
っ
と
も
信
回
し
う
る
と
思
わ
れ
る
由
緒
書
二
通
を
検
討
し

て
み
る
と
、
福
井
家
は
中
井
大
和
守
配
下
の
御
用
大
工
で
あ
り
、
幕

府
関
係
の
幾
つ
か
の
作
事
に
も
参
加
し
て
お
り
、
寛
永
十
一
年
枡
座

に
命
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
二
条
城
御
用
大
工
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

判
明
す
る
。
さ
ら
に
京
枡
座
に
つ
い
て
、
徳
川
幕
府
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

必
ず
し
も
旧
来
の
枡
業
者
で
は
な
く
、
山
村
与
助
、
出
水
三
左
衛
門
、

鈴
木
源
太
夫
と
、
い
ず
れ
も
中
井
大
和
守
配
下
の
大
工
が
、
こ
れ
に

当
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
中
で
、
出
水
、
鈴
木
の
両
名

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
初
枡
座
の
こ
と
に
当
っ
た
山
村
与

助
に
つ
い
て
は
判
明
す
る
。
彼
は
後
大
坂
に
移
り
、
寺
嶋
、
尼
崎
と

な
ら
ぶ
大
坂
三
町
人
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
し
枡
座
と
な
っ
た

と
す
乳
ば
、
恐
ら
く
伏
見
在
住
の
縢
と
偲
わ
九
る
が
、
測
村
家
の
由
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京枡座に．ついて（脇田）

緒
書
は
文
化
五
年
に
書
か
れ
た
竜
の
で
孕
み
り
帆
記
載
は
な
い
似
た

だ
家
康
、
伏
見
在
城
の
時
、
御
用
大
工
と
な
り
、
主
思
、
四
人
扶
持

を
給
わ
り
、
元
和
二
年
に
は
配
下
の
諸
職
人
を
率
い
て
大
坂
に
移
り
、

京
橋
一
丁
目
に
住
し
、
大
坂
城
修
築
の
こ
と
に
当
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
枡
座
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
与
助
の
伏
見
在
住
時
代
と
見

　
　
　
　
　
⑤

う
る
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
京
枡
座
に
つ
い
て
は
、
秀
吉
死
後
、
徳
川
家
康
が
、
改

め
て
山
村
与
助
ら
中
井
大
和
守
配
下
の
大
工
に
命
じ
て
、
こ
れ
を
製

造
せ
し
め
た
も
の
と
思
わ
れ
、
年
代
的
に
は
慶
長
年
間
に
成
立
始
源

を
遡
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
徳
川
民
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
に
、

こ
れ
を
命
じ
た
こ
と
は
、
江
戸
枡
座
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
江
戸
枡
座
が
独
自
の
枡
を
も
ち
、
か
な
難
球
範
囲
に
し
か

流
通
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
京
枡
座
の
場
合
は
、

京
枡
自
体
が
経
済
界
の
中
心
で
あ
る
上
方
に
あ
っ
て
、
広
く
行
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
は
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
ば
か
り

で
な
く
、
何
よ
り
も
秀
吉
時
代
京
枡
は
全
国
検
地
と
併
行
し
て
用
い

ら
れ
た
電
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
京
枡
は
全
国
的
に
通
用
す
る
程
の

影
響
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
宝
月
圭
吾
氏

の
研
究
に
詳
細
で
あ
る
の
で
審
略
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
京
枡
座
の

成
立
事
情
と
か
払
ま
ぜ
て
㍉
京
枡
の
異
同
に
つ
い
て
㍉
若
干
私
見
を

述
べ
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
京
枡
は
、
一
口
に
京
枡
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
随

分
異
同
の
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
秀
吉
政
権
下
の
京
枡
が
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

現
存
す
る
古
枡
の
実
測
に
よ
っ
て
も
、
容
積
が
異
な
っ
て
お
り
、
せ

い
ぜ
い
一
国
単
位
で
統
一
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
現
在
の
一
升
一
新
京
枡
に
い
た
る
変
化
も

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
今
枡
座
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
四
寸
九
分
四
方
、
深
さ
二

寸
七
分
の
新
京
枡
は
、
既
に
亦
見
永
十
一
年
福
井
家
が
枡
座
に
な
っ
た

際
に
は
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
　
「
板
倉
周
防
守
被
仰
付
与
鈴
木
源

太
夫
♂
脂
取
群
泳
御
本
之
壱
升
枡
」
と
い
う
、
元
禄
十
七
年
六
月
付

町
奉
行
宛
願
書
の
一
節
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
「
御
本
之
枡
」

が
新
京
枡
で
あ
る
こ
と
は
相
違
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
新
京
枡
の
成

立
年
代
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
元
和
八
年
の
毛
利
重
能
の
割
算
書
に

は
、
　
「
京
枡
は
口
五
寸
四
方
、
深
さ
二
寸
五
分
」
と
あ
り
、
寛
永
四

年
、
吉
田
光
由
の
著
わ
し
た
塵
劫
記
に
は
、
こ
の
枡
は
、
　
「
昔
升
」

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
新
京
枡
の
成
立
は
、
元
和
末
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
寛
永
初
年
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
早
く
、
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新
京
枡
の
成
立
期
を
考
証
し
た
狩
谷
薮
斎
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
べ
き
兇
解
を
伝
え
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
そ
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
の
枡
は
、
播
磨
芥
田
家

　
　
　
　
　
　
◎

所
蔵
の
枡
と
考
え
、
更
に
注
醸
す
べ
き
は
、
　
「
昔
枡
ア
リ
、
慶
長
ノ

時
、
伏
見
ニ
テ
作
ラ
レ
シ
ト
云
云
フ
、
方
五
寸
深
弐
寸
五
分
ナ
リ
」

と
述
べ
、
こ
の
六
拾
弐
寸
五
百
分
の
枡
が
、
墨
壷
、
昔
枡
と
し
て
、

寛
永
四
年
刊
の
上
面
記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
既
に
京
枡
は
新
京
枡
で
あ
っ
た
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
金
上
は
、
伏
見
（
京
）
枡
が
、
慶
長

の
時
、
伏
児
に
て
作
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

は
、
京
枡
座
福
井
家
の
所
伝
に
あ
る
、
山
村
与
助
が
伏
見
在
住
時
に

枡
御
用
を
仰
付
け
ら
れ
た
と
す
る
屯
の
を
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、

ほ
ぼ
信
用
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
従
来
、
京
枡
の
研
究
に
お
い
て
、
実
は
秀
吉
の
京
枡

と
、
新
京
枡
の
二
種
類
の
枡
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、

竜
し
抜
斎
の
説
を
考
え
る
な
ら
ば
少
く
と
も
慶
長
京
枡
を
含
め
三
種

類
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
し
か
ら
ば
慶
長
京
枡
が
何
時
お
こ
な
わ
れ
た
か
が
問
題

で
あ
る
が
、
恐
ら
く
家
康
伏
見
在
城
当
時
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ

れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
、
加
賀
藩
に
お
い
て
、
　
「
慶
長
十
五
年
に
は

云
々
、
天
下
の
枡
に
不
同
あ
り
、
就
夫
御
砂
被
成
、
京
の
枡
を
正
し

て
、
五
寸
四
方
に
高
弐
寸
五
分
舗
蝸
劃
一
一
尺
六
寸
二
米
品
行
六
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

入
り
の
図
り
な
り
、
是
を
京
枡
と
い
ふ
」
と
の
一
節
で
あ
り
、
ま
た

「
今
旦
里
ト
シ
テ
山
ハ
ニ
五
ヲ
鳳
里
法
二
轟
虻
ツ
一
升
を
経
り
｝
血
寸
二
深
サ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

寸
五
分
量
也
、
然
レ
ト
モ
此
法
世
二
行
ナ
ハ
レ
ス
シ
テ
止
ム
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
。
従
っ
て
慶
長
に
京
枡
が
改
定
さ
れ
た
と
見
う
る
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
こ
の
枡
は
初
期
江
戸
耕
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
江
戸

枡
座
は
寛
文
迄
こ
れ
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
さ
て
枡
座
の
成
立
事
情

と
あ
わ
せ
見
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
推
定
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
京
枡
に
は
豊
臣
期
に
お
け
る
京
枡
と
、
慶
長
期
、
伏
見
で
作

ら
れ
た
京
枡
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
京
枡
は
、
豊
臣
期
の
そ
れ
が
、

一
定
で
な
い
た
め
に
、
伏
見
製
作
の
京
枡
が
、
前
代
の
そ
れ
の
一
種

で
あ
る
か
、
別
箇
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
竜
か
く
京
枡
に

は
二
種
類
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
枡
が
領
主
に
と
り
、
政
．

策
上
、
い
か
に
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
か
は
周
知
の
こ
と
と
な
っ
て

い
る
が
、
秀
吉
政
権
の
の
ち
、
家
康
が
自
己
の
京
枡
を
設
定
す
る
こ

と
は
、
彼
の
権
力
を
示
す
も
の
と
し
て
、
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
江
戸
枡
と
闇
量
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
あ
る
い
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は
自
己
の
慣
域
で
使
用
さ
れ
た
枡
を
、
京
枡
に
指
定
し
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
こ
の
点
は
全
く
臆
測
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ

ど
枡
は
領
主
経
済
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
家
康

が
畿
内
経
済
を
京
・
伏
見
に
お
い
て
掌
握
し
た
と
き
、
か
か
る
体
制

の
整
備
が
な
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
か
ら
ば
新
京
枡
の
採
用
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
慶
長
京
枡
は
、
「
此
法
世
二
行
ナ
ハ
レ
ス
シ
テ
止
ム
」

と
あ
る
よ
う
に
、
畿
内
で
通
相
し
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
設
定
に
無

理
が
あ
っ
た
か
ら
と
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
豊
臣
氏
が
減
亡
し
、

徳
川
政
権
が
畿
内
を
完
全
に
掌
握
し
た
と
い
う
政
治
的
経
済
的
条
件

の
変
化
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
徳
川
政
権
の
上
方
・
関
東
に
対

す
る
施
策
は
、
初
期
に
お
い
て
は
そ
れ
な
り
に
両
鐙
の
特
殊
的
条
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
加
味
し
て
、
二
元
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
畿
内
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
通
用
し
な
か
っ
た
慶
長
京
枡
を
止
め
、
改
め
て
新
京
枡
を
採

用
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　
さ
て
成
立
し
た
六
器
座
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
な

お
寛
文
以
降
に
み
る
よ
う
な
特
権
的
地
位
を
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

寛
文
三
年
七
月
の
一
札
は
、
焼
失
以
前
の
文
書
で
写
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
唯
一
の
竜
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　
　
指
上
申
一
札
之
事

一
京
判
升
大
工
駆
動
我
等
親
源
太
夫
跡
無
相
違
拙
春
黒
熱
仰
付
候
喜
恭
奉
存

　
候
、
其
上
前
々
升
被
回
付
候
大
工
出
水
三
左
衛
門
鈴
木
源
太
夫
其
汐
我
等

　
親
福
井
源
太
夫
エ
至
迄
、
升
作
徳
之
内
少
々
御
家
江
上
ヶ
来
り
候
所
昌
今
度

　
運
上
三
所
御
免
被
成
、
一
円
ユ
我
等
瓢
三
下
旧
事
添
三
三
候
、
然
上
三
口

　
升
之
儀
弥
念
越
入
可
山
回
、
若
以
来
不
尋
之
仕
合
御
座
候
欺
、
升
之
仕
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
以
下
エ
付
羽
口
儀
御
座
候
ハ
ハ
何
時
茂
御
座
候
上
巳
来
書
藤
江
可
被
序
詩

　
付
候
、
其
時
一
言
之
分
断
申
上
聞
敷
候
、
傍
後
撰
状
態
件

　
　
　
寛
文
三
年
卯
七
月
十
九
日
　
福
井
源
太
夫
書
判

　
　
　
　
　
中
井
主
水
正
様

　
す
な
わ
ち
、
山
村
与
助
は
ほ
ぼ
中
井
と
同
格
の
家
柄
で
あ
っ
た
が
、

以
後
は
中
井
の
支
配
下
に
あ
り
、
そ
の
配
下
の
大
工
の
中
か
ら
選
ん

で
、
実
際
に
枡
製
作
の
事
に
当
ら
し
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
一
札
に

よ
れ
ば
中
井
家
に
対
し
、
従
来
枡
座
よ
り
「
作
徳
」
の
一
部
を
運
上

と
し
て
差
出
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
免
除

さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
後
枡
座
は
制
度
的
に
中
井
の
下
に
あ
っ
た
と

し
て
も
、
実
質
的
に
自
立
し
た
屯
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛

文
年
間
は
云
う
迄
も
な
く
枡
座
の
確
立
し
た
時
期
に
当
っ
て
い
る
が
、

こ
の
金
園
的
な
枡
統
一
政
策
の
実
施
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
運
上
廃

止
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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以
上
枡
座
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
京
枡
座
に
つ
い

て
は
、
い
さ
さ
か
知
見
を
加
え
え
た
と
考
え
る
。

①
沢
戸
町
年
寄
由
緒
轡
写
（
腕
史
籍
雑
纂
』
巻
三
、
ニ
ニ
頁
以
下
）

③
　
三
河
後
風
土
記
に
は
江
戸
晦
支
配
な
ど
を
命
じ
ら
れ
た
時
、
　
「
東
麟
栃

　
の
事
支
配
を
命
ぜ
ら
る
」
と
あ
る
が
。

③
福
井
家
は
代
々
枡
座
を
伝
え
、
現
在
も
償
業
さ
れ
て
い
る
。
作
左
衛
門

　
名
を
琶
襲
し
た
。
以
下
註
記
せ
ぬ
限
り
、
旧
家
交
書
に
よ
る
。

④
　
秀
吉
政
権
下
に
お
い
て
は
特
定
の
秘
製
作
業
者
を
指
定
し
た
と
は
思
え

　
な
い
。

⑤
『
大
阪
市
史
』
第
一
、
二
九
七
頁
、
「
三
町
人
由
緒
書
扁
第
五
、
一
五

　
　
三
頁
以
下

⑥
『
1
5
～
1
7
世
紀
に
お
け
る
物
価
変
動
の
研
究
し
小
葉
購
淳
教
授
解
説

⑦
霊
月
氏
前
掲
書
照
三
六
頁

⑧
『
本
朝
度
量
権
衡
致
下
』

⑨
　
芥
田
枡
は
「
立
五
寸
壱
分
、
横
煮
寸
壱
分
≧
半
、
ふ
か
さ
弐
寸
四
分
≧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

　
半
、
但
内
の
り
也
、
此
写
国
－
甲
江
刷
網
渡
御
耽
二
静
也
　
天
正
十
八
年
正

　
r
月
日
扁
と
底
書
が
あ
り
、
表
に
は
鉄
が
う
っ
て
あ
る
。

⑩
口
米
考
所
収
三
二
記
『
越
中
史
料
』
巻
二
一
七
二
、
三
頁

⑪
三
州
志
　
　

同
　
　
岡

　
　
な
お
、
加
賀
藩
の
携
改
定
は
、
慶
長
十
竃
年
二
月
十
日
の
定
で
お
こ
な

　
わ
れ
て
い
て
十
五
年
の
も
の
と
の
関
連
が
聞
題
で
あ
る
が
不
明
で
あ
る
。

⑫
　
家
康
に
よ
る
京
枡
制
定
を
事
実
と
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
点
が
考
慮

　
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
慶
長
十
年
前
後
に
樹
陰
が
判
耕
を
採
用
し
て
い
る

　
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
秀
吉
の
京
枡
で
は
な
く
、
こ
の
慶
長
京
枡
で
は
な

　
い
か
、
そ
し
．
て
こ
れ
を
全
般
に
規
定
し
た
の
が
、
十
五
年
頃
か
と
考
え
ら

　
れ
る
。

⑫
　
　
「
近
世
に
お
け
る
東
と
西
」
　
『
國
す
（
学
の
解
…
釈
と
簿
…
賞
』
三
八
年
・
四
月

　
号
に
簡
単
に
触
れ
て
お
い
た
。

二
　
京
枡
と
枡
座

　
枡
座
の
成
立
に
つ
い
て
眺
め
て
き
た
が
、
寛
文
一
二
年
の
時
点
で
、

京
枡
座
は
中
井
家
よ
り
自
立
を
し
た
と
述
べ
た
。
こ
の
寛
文
年
聞
は
、

新
京
枡
が
全
国
的
に
流
通
す
べ
き
旨
の
幕
府
政
策
が
定
ま
っ
た
時
期

で
も
あ
っ
た
。
寛
文
八
年
四
月
「
公
儀
よ
り
御
定
の
升
の
外
、
い
に

し
へ
よ
り
其
所
二
有
三
升
、
其
外
如
何
様
之
升
を
一
目
峰
哉
、
様
子

　
　
　
　
　
　
　
①

書
付
可
被
差
越
事
」
と
い
う
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
翌
九
年
二
月
に

は
、
　
「
江
戸
升
今
度
京
升
の
こ
と
く
御
巡
．
升
一
圃
被
仰
付
灘
間
、
望

之
者
は
樽
屋
藤
左
衛
門
嫌
え
参
州
申
捧
、
新
書
之
直
隠
麿
挺
二
付
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

代
銀
四
匁
宛
二
御
定
被
仰
付
峰
」
と
い
う
触
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

同
じ
く
八
月
に
は
、
「
当
閏
十
月
朔
臼
よ
り
一
切
吉
升
用
申
間
敷
旨
」

を
令
し
、
岡
十
年
九
月
の
覚
は
「
去
年
よ
り
京
升
の
寸
法
に
て
新
升

被
仰
付
之
処
、
隠
岐
古
謡
を
用
芸
所
有
之
由
其
聞
峰
、
高
壱
万
石
付

て
新
升
五
十
宛
之
積
、
高
に
寄
し
樽
屋
藤
左
衛
門
所
よ
り
求
之
、
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

戸
井
領
内
に
お
い
て
可
被
用
之
者
也
」
と
触
れ
て
い
る
。
鼻
血
十
一
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③

年
三
月
に
は
Y
再
び
古
升
禁
止
な
ど
を
令
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
法
令

は
江
戸
枡
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
残
念
な
が
ら
、
京

枡
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
、
幕
府
は
従
来
二
元
化
し
て
い
た
枡
を
統
一
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
京
枡
に
お
い
て
統
一
し
た
の
は
、
米
穀
市
場
に
お
け
る

畿
内
の
地
位
が
優
位
に
あ
砂
、
し
か
も
江
戸
廻
米
の
門
滑
化
を
図
る

措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
か
く
し
て
東
西
枡
座
は
そ
れ
ぞ
れ
新
京

枡
を
製
作
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
菓
西
三
十
三
力
国
の
独
占

的
流
通
を
認
め
ら
れ
た
の
竜
、
恐
ら
く
こ
の
前
後
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
枡
座
の
か
か
る
全
国
を
二
分
す
る
独
占
的
体
制
が
、
何
時
実

施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
秤

座
に
お
い
て
は
承
応
二
年
閏
六
月
に
は
、
守
随
、
神
両
秤
座
の
東
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一二

¥
　
ニ
カ
園
通
用
の
触
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
少
く
と
」
も
枡

座
に
お
い
て
も
、
寛
文
期
に
は
、
こ
の
よ
う
な
体
制
を
と
っ
て
い
る

と
考
え
る
。

　
こ
の
京
枡
の
全
国
通
用
と
、
そ
れ
に
伴
う
両
枡
座
の
特
権
賦
与
は
、

一
連
の
幕
府
商
業
政
策
と
密
接
な
関
連
を
秀
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

秤
座
は
承
応
二
年
中
東
西
二
分
間
体
制
を
示
し
、
、
両
玄
整
の
秤
を
通

翔
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
明
暦
元
年
、
万
治
二
年
に
は
古
秤
の
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
嘉
こ
な
っ
て
い
た
。
天
秤
と
関
係
の
深
い
分
銅
座
に
つ
い
て
も
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

文
五
年
三
月
、
独
占
強
化
と
公
定
直
段
を
定
め
て
お
り
、
寛
保
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
触
に
よ
れ
ば
、
　
「
寛
文
年
中
改
以
前
之
古
分
銅
」
と
述
べ
て
い
て
、

寛
文
五
年
改
定
が
一
つ
の
劃
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
度

制
の
面
で
も
、
寛
文
四
年
七
月
十
三
日
定
に
よ
れ
ば
織
物
定
尺
を
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
、
五
年
秋
に
再
改
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
み
れ
ば
度
量
衡
そ
れ

ぞ
れ
の
面
で
の
整
備
が
進
み
、
そ
の
全
国
的
統
一
を
図
っ
て
い
る
こ

と
が
注
目
で
き
る
。
寛
文
八
年
四
月
の
枡
調
査
の
法
令
に
、
　
「
其
所

々
に
て
い
に
し
へ
よ
り
仕
来
出
し
泳
諸
色
又
ハ
他
所
よ
り
来
協
商
売

物
、
此
両
様
津
留
於
有
之
ハ
其
様
子
書
注
之
、
島
島
越
事
」
と
あ
り
、

既
に
二
月
に
は
、
米
、
大
豆
小
豆
、
大
麦
、
小
麦
、
酒
、
塩
、
薪
炭
、
．

荏
、
静
采
繍
狸
、
h
朝
｛
淋
独
、
鯨
湘
…
、
色
…
油
、
江
一
戸
幽
栖
・
甲
ゐ
仕
庵
　
肯
同
を
調
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
は
当
時
活
澄
と
な
っ
た
商
品
流
通

に
対
す
る
幕
府
の
全
国
市
場
統
制
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

従
っ
て
枡
座
の
問
題
は
、
か
か
る
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
ら

　
　
　
　
　
⑩

れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
幕
府
は
そ
の
基
盤
た
る
江
戸
・
京

坂
の
二
要
地
で
す
ら
別
個
の
枡
を
通
用
さ
せ
、
よ
う
や
く
寛
文
期
に

お
い
て
新
京
枡
の
全
国
通
用
を
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
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全
手
を
東
酉
　
二
十
三
力
国
に
二
分
し
た
と
述
べ
た
が
、
そ
の
内
容
は

秤
座
と
同
じ
く
、
京
枡
座
は
、
五
畿
内
、
鋤
陰
（
五
国
）
山
陽
（
八
国
〉

南
海
道
（
六
国
）
西
海
道
（
子
忌
）
の
西
三
十
三
力
国
と
壱
妓
、
対
馬

の
二
島
で
あ
り
、
江
戸
枡
座
は
、
東
海
道
、
東
山
道
、
北
陸
道
と
丹

波
．
丹
後
、
但
馬
の
東
三
十
三
力
国
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
布
は
一
見

整
然
と
見
え
な
が
ら
、
か
な
り
無
理
の
あ
る
こ
と
は
、
京
枡
の
当
然

流
通
範
囲
と
思
わ
れ
る
近
江
、
丹
波
、
丹
後
、
但
馬
な
ど
が
江
戸
枡

座
の
区
域
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
当

初
は
近
江
八
幡
、
大
津
、
丹
波
亀
山
に
京
枡
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

度
々
混
乱
が
起
っ
て
い
る
。

　
さ
て
問
題
は
、
こ
の
枡
座
の
独
占
体
制
が
ど
の
よ
う
に
貫
徹
し
た

か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
秤
座
の
場
合
を
推
測
す
る
と
と
も
に
、
全
国

市
場
に
お
け
る
幕
藩
の
位
餌
づ
け
を
示
す
指
標
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

宝
月
圭
吾
氏
は
京
枡
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、

各
藩
の
京
枡
採
用
の
事
情
を
検
討
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
成

果
を
利
用
し
な
が
ら
、
若
干
の
新
見
を
加
え
、
問
題
に
追
り
た
い
と

考
え
る
。

　
以
下
は
鋼
明
す
る
限
り
で
各
藩
の
事
情
を
見
る
と
、
新
京
枡
塩
鱒

の
年
代
は
次
の
表
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は
、
大
部
分
寛
文
期

寛文7
11　8

tt　9

1，　10

tt　11

元禄15

岡山

米沢　仙台　広島　熊本

金沢

秋田　上田　姫路　福圏　臼杵

弘前　小浜　名古屋　小倉　久黎米

厳原

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し

か
も
使
用
枡
調
査
の
お
こ
な
わ
れ
た
八
年

以
降
、
寛
文
十
一
年
の
問
に
圧
倒
的
で
あ

り
、
新
京
枡
の
通
用
が
広
が
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
幕
府
は
高
一
万
石
に
付
き
、

五
十
宛
の
新
潟
を
大
名
に
割
当
、
使
用
を

奨
励
し
て
い
る
が
、
と
も
か
く
、
こ
の
効

果
は
す
こ
ぶ
る
あ
が
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
よ
り
枡
座
懲
身
の

影
響
力
が
広
が
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ

は
問
題
で
あ
る
。
今
各
藩
の
中
で
、
全
く
独
白
の
枡
を
有
し
て
い
た

も
の
を
除
く
と
し
て
、
京
枡
使
用
の
藩
に
あ
っ
て
も
、
枡
座
の
枡
を

用
い
る
も
の
と
、
港
内
で
製
造
す
る
も
の
が
あ
り
、
判
明
す
る
範
囲

で
も
、
後
者
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
会
津
藩
で
は
、
大
工
頭
井
沢
七
太
夫
の
製
造
に
か
か
る
枡
を
羨
い

て
お
夢
、
高
田
藩
で
は
町
年
寄
の
差
配
下
に
枡
座
が
あ
り
、
寛
文
年
歯
、

旧
枡
を
廃
し
、
新
京
枡
を
採
用
し
た
が
、
依
然
、
高
田
枡
座
は
存
続

し
、
後
に
樽
屋
よ
り
再
三
、
枡
改
め
、
高
田
枡
廃
止
の
要
請
の
あ
っ
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京折獲｝こついて（脇田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

た
際
に
も
、
そ
の
権
利
は
失
わ
れ
な
か
っ
た
。
名
古
屋
藩
で
は
、
沢

田
若
狭
に
枡
御
用
取
扱
を
命
じ
、
天
和
三
年
に
は
大
工
頭
斎
谷
某
に

移
り
、
更
に
里
村
家
が
代
々
枡
製
造
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
藩
な
ど
黒

豆
に
歩
調
を
合
せ
つ
つ
・
も
、
し
か
二
念
内
で
製
造
を
お
こ
な
っ
た
の

　
　
＠

で
あ
る
。
ま
た
京
枡
座
の
通
用
圏
で
は
、
岡
山
藩
が
寛
文
七
年
早
く

屯
御
国
枡
を
京
枡
に
改
定
し
て
い
る
が
、
升
奉
行
を
お
き
、
万
治
三

年
よ
り
大
工
三
七
に
命
じ
て
枡
を
造
ら
せ
て
い
た
た
め
、
改
定
後
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

枡
屋
三
七
が
そ
の
こ
と
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
他
、
熊
本
藩
、
福
岡
藩

為
も
自
藩
製
の
枡
が
あ
り
、
徳
島
藩
も
安
永
七
年
、
京
枡
座
よ
り
御
溝

枡
を
自
製
し
て
い
る
旨
の
訴
訟
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

　
か
く
し
て
各
藩
で
は
新
京
枡
を
使
用
し
つ
つ
も
、
多
く
自
藩
内
で

製
造
し
て
い
た
。
そ
れ
は
一
つ
の
利
権
を
も
つ
産
業
で
あ
っ
た
ば
か

夢
で
な
く
、
領
国
経
済
に
対
す
る
権
威
の
現
わ
れ
と
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
宝
月
残
も
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
の
新
京
枡
採

用
は
、
ほ
ぼ
成
功
を
み
た
が
、
両
枡
座
の
枡
通
翔
の
意
図
は
殆
ん
ど

達
し
え
な
か
っ
た
と
云
え
よ
う
。
」

　
次
に
少
数
で
は
あ
る
が
、
全
く
独
自
の
枡
を
も
っ
た
藩
に
つ
い
て

電
検
討
し
て
お
き
た
い
。
紀
伊
藩
は
親
藩
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
竜

と
屯
と
独
自
の
枡
座
を
も
ち
、
大
工
棟
梁
角
井
又
右
衛
門
が
、
元
和

六
年
よ
り
枡
座
を
勤
め
て
い
た
が
、
寛
政
頃
に
は
、
山
田
惣
内
が
枡

座
を
つ
と
め
て
い
て
、
枡
改
め
に
際
し
て
は
、
　
「
紀
州
壱
国
者
枡
師

先
年
♂
山
田
惣
内
と
申
者
仕
来
捧
由
、
相
孤
峰
様
、
従
江
戸
表
記
仰

付
」
と
の
指
令
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
西
三
十
三
力
掌
中
、
例
外

と
な
っ
た
の
は
紀
州
一
蹴
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
も
よ

い
。
紀
州
枡
は
こ
の
よ
う
に
独
自
の
地
位
を
保
っ
た
の
み
で
な
く
、

枡
の
容
量
も
京
枡
と
異
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
大
な
る
は
四
寸
八
分
、

深
さ
二
寸
九
分
の
納
品
と
、
四
寸
六
分
深
さ
二
寸
六
分
二
厘
余
の
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

枡
の
二
種
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
姫
路
藩
は
、
姫

履
歴
略
記
に
よ
れ
ば
、
寛
文
七
年
に
京
枡
を
採
用
し
た
と
な
っ
て
い

る
が
、
天
明
二
年
枡
改
め
の
際
、
京
枡
座
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
京
枡
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
は
こ
れ
よ
り
大
き
い
枡
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
て
問
題
と
な
っ
た
。
京
枡
座
で
は
、

「
元
来
寛
文
年
中
始
ま
受
託
節
、
其
節
之
御
領
主
廻
米
之
節
、
こ
ほ

れ
米
二
面
減
少
為
無
之
、
込
米
を
枡
目
江
盛
込
、
大
年
寄
．
之
才
覚
二

而
捲
協
枡
通
用
仕
来
、
大
場
之
儀
二
恥
い
つ
と
な
く
所
々
通
用
二
相

成
」
と
し
て
異
儀
を
申
立
て
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、

文
化
二
年
に
は
、
姫
路
領
も
京
枡
座
の
枡
改
め
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
の
で
、
恐
ら
く
改
正
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
な
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お
独
臼
の
枡
を
有
す
る
藩
の
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
、
そ
の
他
に
も

姫
路
藩
と
同
様
の
例
の
存
在
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、

た
だ
こ
の
枡
が
、
姫
路
藩
の
例
で
は
、
　
「
御
領
主
廻
米
」
の
た
め
容

積
を
大
に
し
た
亀
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
年
貢
収
納
の
際
の
有
利
を
図

っ
た
竜
の
と
思
わ
れ
る
。
紀
州
藩
で
も
大
枡
は
納
枡
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
．
こ
の
こ
と
は
実
は
例
外
と
し
て
す
ま
せ
る
問
題
で
は
な
い
。
一

般
に
京
枡
を
採
用
し
て
も
、
な
お
古
枡
、
国
枡
が
通
用
し
た
こ
と
は

云
う
迄
も
な
い
が
、
そ
れ
が
多
く
納
枡
が
残
存
し
た
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
古
屋
藩
で
は
払
枡
の
み
改
正
し
、
倉
主
は

享
保
贋
迄
通
用
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
し
、
松
江
藩
竜
納
枡
を
残

し
、
高
野
山
領
で
は
享
保
年
間
納
枡
が
残
っ
た
た
め
一
揆
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
。
寛
文
十
年
京
枡
を
採
用
し
た
秋
田
藩
で
も
、
元
文
五
．

年
に
は
本
誌
枡
に
軽
暖
が
存
在
し
、
本
廻
枡
に
て
納
米
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
⑯

命
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
竜
二
種
の
枡
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。
要
す
る
に
領
主
は
新
京
枡
を
採
用
し
つ
つ
竜
、
年
貢
収

納
に
使
用
す
る
斗
枡
を
極
力
残
存
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
代
に

お
い
て
も
、
土
．
佐
藩
慶
長
六
年
八
月
廿
一
日
の
定
に
よ
れ
ば
、
　
「
年

貢
能
組
は
先
々
棺
定
志
賀
枡
近
事
」
と
、
と
く
に
納
枡
を
指
定
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
共
逓
の
事
情
を
示
し
て
い

る
と
考
え
る
。

　
す
な
わ
ち
新
京
枡
の
採
用
と
、
そ
れ
に
拘
ら
ず
納
枡
の
存
続
が
判

明
し
た
が
、
更
に
圧
倒
的
に
自
藩
製
造
の
枡
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、

東
西
枡
座
に
問
題
を
戻
す
な
ら
ば
、
そ
の
勢
力
は
極
め
て
小
さ
い
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
枡
座
の
実
際
販
売
区
域
と
、
後
述

す
る
枡
改
め
の
地
域
を
見
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
竜
明
瞭
に
な
る
と
考

え
る
。
す
な
わ
ち
京
枡
座
は
三
回
の
枡
改
め
で
、
五
畿
内
か
ら
山
陽

道
は
よ
う
や
く
広
嶋
ま
で
改
め
た
に
す
ぎ
ず
、
江
戸
枡
座
竜
高
田
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

で
す
ら
改
め
を
拒
否
さ
れ
て
い
て
、
両
枡
座
と
も
幕
府
直
轄
領
と
僅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
に
そ
の
周
辺
に
及
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
、
東
西
枡
座
の
確
立
と
と
も
に
、
金
国
的
に
新
京
枡
の
流
通

を
幕
府
は
図
っ
た
。
そ
の
企
図
は
ほ
ぼ
成
功
し
、
殆
ん
ど
の
藩
が
新

京
枡
を
採
用
し
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
自
藩
で
枡
を
製
造
す
る
竜

の
が
多
く
、
そ
の
点
で
は
両
枡
座
の
勢
力
は
、
幕
府
直
轄
領
の
範
圏

を
余
の
超
え
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
田
沼
時
代
に
始
ま
る
金
品
的

枡
改
め
竜
、
僅
か
に
山
陽
道
の
一
部
に
及
ん
だ
の
み
で
止
ま
っ
た
の

も
、
そ
の
現
状
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
か
く
京
枡
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
既
に
初
期
に
始
ま
る

全
国
的
米
穀
市
場
の
存
在
の
故
で
あ
り
、
む
し
ろ
幕
府
が
こ
の
時
点
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で
藤
極
的
に
、
こ
の
布
場
の
掌
握
に
の
り
だ
し
た
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
も
幕
府
が
全
国
丁
場
の
カ
ナ
メ
た
る
中
央
市
場
を
把

握
す
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
一
歩
前
進
し
て
、
市
場
の
整
備
、
統
欄

に
ふ
み
だ
し
た
こ
囁
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
領
主
は
そ

の
裏
で
、
納
枡
を
残
存
し
た
こ
と
は
、
な
お
領
国
市
場
を
、
か
か
る

全
国
市
場
か
ら
遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
性
を
た
も
ち
市
場

構
造
の
二
重
性
を
利
用
し
つ
つ
、
自
ら
の
地
位
を
固
め
よ
う
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
の
と
し
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

＠＠＠＠＠＠＠＠
r同同同同同同＝＝＝9
fi右右右右右右御『御

触
需
寛
保
集
成
』
七
廻
一
頁

九
六
〇
頁

九
六
「
貰

九
五
九
頁

九
穴
○
頁

八
九
｝
頁

九
三
二
頁

　
　
『
臼
太
・
財
㌶
以
岬
腔
済
史
料
』
第
弐
巻
　
　
～
二
七
六
百
ハ

　
絹
紬
、
大
工
か
ね
た
け
三
丈
圏
尺
、
は
ば
壱
尺
㈹
寸
、
縞
木
綿
は
ば
壱
尺

　
三
寸
の
規
定
を
行
い
、
布
木
綿
の
み
、
た
け
二
丈
六
尺
に
改
定
し
た
。

⑨
『
御
触
書
寛
保
葉
成
』
一
〇
〇
三
頁

⑩
　
筆
者
稿
門
近
世
封
建
社
会
の
経
済
構
造
』
第
五
章
参
照

⑳
『
高
田
市
史
』
工
閤
四
二
頁
以
下

⑫
　

『
名
古
遷
帝
史
』
産
業
編
　

一
一
八
頁

＠＠＠＠＠＠

つ
岡
山
市
史
幽
三
〇
〇
四
頁

福
井
家
文
書
丼
に
『
和
歌
山
史
要
』

『
秋
田
県
史
』
二
巻
　
四
八
九
頁

『
土
佐
国
地
方
吏
料
』
一
一
二
四
頁

前
掲
『
高
田
市
史
』
四
四
四
頁

一
五
五
六
頁

　
　
樽
屋
は
丹
波
、
丹
後
、
但
馬
へ
は
携
改
め
を
行
い
、
手
代
が
廻
国
し
て

　
い
る
が
こ
れ
は
や
は
り
近
畿
の
幕
府
勢
力
圏
内
に
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ

　
る
（
丹
波
・
大
由
宮
村
、
園
田
寛
文
書
．
）
。

⑩
筆
者
前
掲
欝
第
一
章
第
二
玉
垂
照

三
　
枡
座
の
機
構

　
寛
文
年
間
に
お
い
て
、
枡
座
が
独
占
的
地
位
を
確
立
し
た
こ
と
を

見
た
が
、
こ
こ
で
は
枡
座
の
機
…
構
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
と

考
え
る
。

　
枡
座
は
先
述
し
た
如
く
、
棟
梁
中
井
大
和
守
の
配
下
に
お
か
れ
て
、

い
た
。
上
都
機
構
と
の
関
係
に
し
て
も
、
中
井
家
を
通
じ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
乱
闘
相
続
に
際
し
て
、
中
井
家
宛
に
起
請
文
を
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
示
し
て
い
よ
う
。
更
に
そ
の
上
部
機
関

は
、
京
都
町
奉
行
所
で
あ
り
、
そ
の
欠
所
方
と
よ
ぶ
一
部
門
で
あ
る

こ
と
が
知
ち
れ
る
。

盗
産
　
枡
製
造
に
つ
い
て
は
、
枡
座
が
職
人
を
お
選
製
作
し
た
の
で
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あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
当
時
、
福
井
氏
の
宅
地
は
油
小
路

よ
り
堀
川
通
り
に
及
ん
だ
と
い
う
家
人
の
お
話
か
ら
す
れ
ば
、
宅
地

に
工
作
場
が
附
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
職
人
は
通

勤
が
大
半
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
宗
門
人
別
改
め
に
は
同
家
家
族
し
か

　
　
　
　
②

見
出
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
情
況
で
、
生
産
内
容
に
つ
い
て
は
、
殆

ん
ど
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
注
浮
す
べ
き
は
枡
製
造
の
際

に
、
京
枡
の
木
質
部
分
は
福
井
家
で
製
作
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
が
、
鉱
懸
升
と
通
常
よ
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
枡
の
各
車
と
、
上

面
に
斜
に
用
い
ら
れ
て
い
る
鉄
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
清
水
家
で
製

作
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
枡
は
木
地
を
福
井
家
で
作

る
と
、
清
水
で
う
け
と
り
鉄
部
分
を
付
加
し
、
こ
．
れ
に
「
久
左
」
の

銘
を
切
り
、
樒
井
家
へ
戻
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
生
産
上
の

分
業
が
特
権
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
て
、
封
建
的
な
枡
座
の
構
造
を
よ

く
示
し
て
い
る
。

　
濡
水
肥
は
、
い
う
ま
で
竜
な
く
特
権
的
御
用
職
人
で
あ
り
、
元
禄

十
六
年
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
家
康
よ
り
清
水
久
左
衛
門
が
鍛
冶
方

御
用
を
勤
め
、
元
和
元
年
の
大
坂
の
陣
、
京
二
条
、
大
坂
城
作
話
に

も
加
わ
る
な
ど
し
た
が
、
寛
永
十
一
年
家
光
上
洛
に
も
用
を
勤
め
、

二
条
城
鍛
冶
方
御
用
、
ま
た
禁
中
作
事
に
も
関
係
し
て
武
蔵
大
鷺
を

許
さ
れ
、
元
禄
十
六
年
に
は
京
都
鍛
冶
触
頭
に
な
っ
て
い
る
ひ
そ
の

中
で
、
次
の
よ
う
な
一
節
は
注
毒
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
、
京
都
枡
鉄
物
質
儀
茂
、
先
祖
久
左
衛
門
二
被
為
仰
付
、
私
迄
代
々
相
務

　
来
申
候
、
夫
故
御
製
鉄
物
一
一
久
左
と
干
今
銘
を
切
申
候
御
事

す
な
わ
ち
、
玉
池
部
分
は
久
左
衛
門
の
代
よ
り
、
浩
水
家
の
手
で
製

造
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
遅
く
と
も
福
井
家
枡
座
と
同
時

期
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
忌
門
分
業
の
上
、
製
造
さ
れ
た
か
ら
、
枡
販
売
収
入

は
両
者
に
分
配
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
売
高
之
内
よ

り
原
料
な
ら
び
に
諸
入
用
を
引
去
り
、
残
る
利
益
を
鍛
冶
方
と
枡
座

で
等
分
し
た
の
で
あ
る
が
、
後
、
木
地
枡
を
製
造
す
る
に
至
っ
て
、

従
来
の
如
く
等
分
す
る
こ
と
は
不
公
平
で
あ
る
の
で
、
安
永
九
年
十

二
月
廿
八
日
改
め
て
取
極
め
を
お
こ
な
い
、
五
・
七
一
と
四
・
二
九

の
比
率
で
、
枡
座
と
鍛
冶
方
が
利
益
を
配
分
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
完
成
昂
は
奉
行
所
役
人
の
認
可
を
得
て
、
枡
座
の
焼
印
が
押
さ
れ

て
売
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
焼
印
は
、
　
一
升
枡
を
例
に
と
る
と
、
㊥
と

A
印
の
一
組
と
、
印
が
表
部
に
交
互
に
打
た
れ
、
内
側
は
A
、
B
が

逆
に
押
さ
れ
て
い
る
。
福
井
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
、
　
「
御
代
々
様

御
印
鑑
写
」
と
い
う
帳
簿
に
よ
れ
ば
、
所
司
代
板
倉
周
防
守
御
印
と
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．
－
－
：
：
：
－
－
；
君
　
　
　
　
し
て
㌻
A
印
と
N
戌
歳
を
図
案
化

　
　
　
　
　
　
　
　
＼
、
’

　
　
　
　
　
　
　
＼
．
！
　
　
　
し
た
と
思
わ
れ
る
B
印
が
押
印
さ

悔
言
〃
れ
て
い
・
．
こ
れ
は
恐
セ
築

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
　
　
　
職
　
　
　
　
／
　
十
一
戌
年
の
印
と
思
わ
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

　
　
　
　
　
拶
　
　
　
　
　
．
　
現
在
、
福
井
家
所
蔵
の
御
本
枡
で

謡
　
ノ
　
＼
も
と
も
真
も
の
は
、
牧
野
佐

　
　
　
　
㊥
囚
＼
　
渡
守
の
印
が
押
さ
れ
て
塗
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
　
　
　
’
τ
、
　
　
　
　
れ
は
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
－
：
8
…
8
：
－
一
－
疑
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矧
印
は
明
暦
を
崩
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
彼
が
着
任
し
た
同
元
年
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う

に
代
替
り
毎
に
印
が
変
っ
た
が
、
寛
文
五
年
遅
印
は
下
の
も
の
と
な

り
、
以
後
3
印
の
み
町
奉
行
の
変
更
毎
に
印
が
変
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
製
造
さ
れ
た
枡
に
、
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
っ
た

か
と
い
う
と
、
通
常
の
鉱
懸
枡
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
最
初
は
一
升
枡

が
基
本
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
寛
文
九
年
の
当
時
に
は
一
斗
、

七
升
、
五
升
、
五
合
、
一
合
の
五
種
で
あ
り
、
宝
永
元
年
七
月
、
更

に
二
合
鶴
野
枡
が
作
ら
れ
た
が
、
木
地
枡
が
金
気
を
嫌
う
も
の
の
野

鼠
と
し
て
生
産
さ
れ
る
の
が
、
享
保
十
四
年
で
あ
り
、
こ
こ
に
新
た

黒
囲

高
の
八
割
が
一
升
枡
で
あ
る
。

の
生
産
量
も
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
、

し
て
い
る
。
今
、
判
明
す
る
限
り
で
の
枡
生
産
高
は
次
の
通
り
で
あ
r

　
　
　
　
　
　
　
　
に
木
地
枡
の
一
升
、
五
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
二
合
五
三
、
一
合
が
製
造

　
　
　
　
　
印
　
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
さ
て
、
そ
の
生
産
額
は

　
　
　
　
　
　
　
　
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
ろ
う

　
　
　
　
　
印

　
　
　
　
　
A
か
。
一
兀
禄
十
・
年
十
日
β
十
六

　
　
　
　
　
　
　
　
日
よ
り
元
禄
十
二
年
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
月
十
七
日
迄
、
約
二
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
を
う
け
た
枡
は
、

　
　
　
　
　
ロ
　
　
一
〇
〇
六
八
丁
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
塚

　
　
　
　
　
8
　
　
そ
の
内
訳
は
、
一
斗
枡
三

　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
丁
、
七
升
枡
二
丁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
五
升
枡
一
五
丁
、
一
升
枡

圃
禦
附
㌃
訂
ボ
概
鐘

　
　
　
　
　
　
　
　
丁
と
な
っ
て
い
て
、
生
産

　
　
　
　
　
一
升
枡
の
需
要
が
多
い
だ
け
に
、
、
そ

　
　
　
　
　
　
以
後
も
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
示
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枡
生
産
額
　
延
享
年
間
は
一
簗
文
潜
、
そ
の
他
は
枡
郷
改
築
に
よ
る
。

2992e

24310

19805

12155

！8701

！4960

1683e

18700

22440

21505

15160

18700
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20570

弘化5
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　　5
　　6
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安政2
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　　6
万延1

　　2

文久2

　　3
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元治2

慶応2

　　3

16366

10210

9190

21435

1020！

11225

10215

9204

10993
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15896

13090

14226

14225

16830

17030

14025

22440
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元
禄
年
間
の
年
生
産
最
約
五
〇
〇
〇
、
延
享
年
間
平
均
約
五
〇
〇

〇
に
比
べ
る
と
、
文
化
年
間
以
後
は
年
紀
一
万
燗
の
生
産
を
下
廻
っ

た
の
は
、
文
化
六
・
七
年
、
文
政
二
～
六
・
九
年
、
天
保
二
年
の
各

年
の
み
で
、
そ
れ
も
最
低
六
一
三
〇
個
で
あ
り
、
天
保
八
年
以
降
は
、

ご
二
〇
〇
〇
～
二
九
九
二
〇
の
間
を
上
下
し
て
い
る
。
従
っ
て
生
産

　
額
は
上
昇
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
再
三
に
わ
た
る
枡

　
改
め
の
結
果
に
も
よ
ろ
う
が
、
全
体
と
し
て
米
穀
売
買
の
盛
行
か

　
ら
、
農
民
層
に
枡
需
要
が
拡
大
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
．
で

　
き
る
。
第
三
回
の
枡
改
め
の
際
に
、
二
村
よ
り
所
有
枡
数
な
ど
の

　
書
上
げ
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
嘉
永
七
年
に
は
、
大
和
古
川
村
で

　
も
庄
屋
久
兵
衛
の
他
に
三
名
の
者
が
枡
を
所
有
し
て
お
り
、
年
寄

　
勘
右
衛
門
と
嘉
助
が
四
十
を
新
調
し
て
い
る
が
、
通
常
農
村
に
お

　
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
情
況
で
あ
っ
た
の
で
、
在
郷
町
で
あ
る
今

　
井
町
で
は
五
七
挺
の
枡
が
あ
の
、
新
調
四
四
挺
に
及
ん
で
い
た
。

　
か
か
る
在
地
の
枡
需
要
の
増
大
に
支
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
生
産
額

　
の
増
加
を
示
し
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
販
売
　
販
売
に
際
し
て
は
大
名
の
如
く
大
口
の
場
合
は
そ
の
大
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
蔵
屋
敷
な
ど
に
納
入
し
て
い
た
が
、
一
般
に
は
出
張
所
な
い
し
代

理
人
を
通
じ
て
販
売
し
た
よ
う
で
あ
る
。

大
坂

　
享
保
十
二
年
十
月
備
後
町
一
丁
目
に
始
め
て
出
店
を
設
け
た
が
、
安
永
九

年
枡
改
の
際
に
は
本
町
太
郎
左
衛
門
町
荒
物
屋
嘉
兵
衛
方
を
旅
宿
と
し
て
下

血
所
井
に
売
場
を
お
き
、
御
用
御
越
所
と
し
た
が
、
天
明
二
年
＋
二
月
同
町

岡
屋
団
平
の
持
家
を
店
賃
月
三
拾
匁
で
借
宅
し
、
寛
敷
五
年
九
月
、
岡
嶋
喜
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三
よ
り
岡
町
内
で
表
六
間
素
行
拾
四
聞
土
蔵
付
の
家
を
弐
貫
五
百
目
で
買
っ

て
い
る
、
当
時
禺
店
は
奥
村
屋
善
兵
衛
が
差
配
し
て
い
た
が
、
諸
敬
十
年
六

月
彼
の
引
負
い
が
判
翻
し
て
伊
勢
屋
左
兵
衛
に
変
っ
た
。
天
保
頃
は
鍋
屋
金

蔵
、
彼
の
退
身
後
は
弘
化
二
年
二
月
園
部
鳩
身
の
新
江
屋
（
谷
）
藤
丘
ハ
衛
が
“

支
配
人
と
な
っ
て
幕
末
に
い
た
っ
て
い
る
。

奈
良

　
安
永
九
年
正
月
に
は
元
興
寺
町
紙
屋
善
左
衛
門
（
蟹
江
姓
）
が
取
次
所
と

な
っ
た
が
、
　
（
弼
町
田
村
治
左
衛
門
）
次
に
、
同
町
い
ぜ
屋
次
丘
ハ
衛
に
寛
政

十
二
年
六
h
月
に
移
り
、
歯
＋
和
二
年
九
月
に
は
嗣
玉
川
A
隙
屋
弥
丘
ハ
衛
に
、
背
入
政
十

　
一
年
十
二
月
花
菱
町
升
屋
藤
九
郎
に
移
っ
て
い
る
。
元
治
元
年
花
菱
町
枡
屋

庄
右
衛
門
と
あ
る
の
は
同
じ
升
屋
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
で
は
明
和
元
年
十
月
十
一
臼
に
は
、
　
「
備
後
福
山
井
ユ
江
州

八
幡
へ
是
迄
升
売
来
峰
処
、
此
度
御
印
枡
取
次
転
所
、
板
か
ん
は
ん

を
差
下
し
申
度
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
恐
わ
く
こ
の
時
期
に
取
次
所

が
お
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
近
江
八
幡
で
は
安
永
五
年
頃
に
は
丁
子

量
善
次
郎
が
出
唐
と
な
っ
て
い
た
。

　
京
枡
座
が
、
こ
の
よ
う
に
出
店
を
お
き
販
売
し
た
の
は
、
需
要
の

増
大
と
、
比
較
的
遠
地
へ
の
需
要
に
応
ず
る
た
め
の
竜
の
で
あ
っ
た
。

中
に
は
文
政
十
三
年
十
二
月
の
願
書
の
如
く
、
広
嶋
へ
の
枡
改
と
と

も
に
中
嶋
本
町
若
狭
屋
三
右
衛
門
壱
軒
を
指
定
し
た
い
と
し
て
い
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
枡
座
の
勢
力
拡
張
と
密
接

な
関
係
を
電
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
ま
た
江
戸
枡
座
に
竜
、
こ
の

よ
う
に
取
次
所
を
殼
け
た
例
も
あ
り
、
寛
政
二
年
九
月
に
は
丹
波
、

丹
後
、
倶
馬
～
ニ
カ
圏
枡
取
次
所
と
し
て
、
園
部
太
一
町
新
屋
忠
太
夫
が

依
頼
さ
れ
、
同
五
年
十
月
に
は
越
後
頸
城
郡
損
浦
の
吉
右
衛
門
が
取

次
売
所
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
両
枡
座
の
通
用
範
囲
が
、
か
な
り
人

為
的
に
分
割
さ
れ
た
た
め
、
混
乱
し
た
こ
と
は
、
江
戸
枡
座
の
露
量

地
域
で
あ
る
近
江
に
竜
フ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
八
幡
に
京
耕
取

次
売
所
が
あ
り
、
大
津
に
も
、
池
田
仙
右
衛
門
が
禺
張
所
と
し
て
存

　
　
④

在
し
、
い
ず
れ
も
京
枡
座
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
大
津
に

は
一
時
江
戸
枡
座
取
次
所
が
猟
師
町
に
お
か
れ
た
が
閉
鎖
さ
れ
、
文

政
十
二
年
に
は
再
建
さ
れ
た
が
続
か
ず
、
幕
末
元
治
、
慶
応
頃
に
町

年
寄
種
屋
伊
兵
衛
が
取
次
所
を
開
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
近
江
の
位
鷺
か
ら
考
え
て
も
当
然
で
あ
り
、

政
策
的
な
分
離
の
も
た
ら
し
た
混
乱
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
取
次
所
と
枡
座
の
関
係
は
、
種
々
様
々
で
あ
っ
た
が
、
安

永
九
年
正
月
十
一
日
、
奈
良
紙
屋
善
左
衛
門
と
の
間
に
か
わ
さ
れ
た

　
「
覚
」
に
よ
れ
ば
、
枡
改
に
関
し
て
詳
細
な
取
極
め
を
行
っ
て
い
る
。
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そ
れ
は
、
①
枡
文
段
は
、
　
「
壱
斗
枡
♂
壱
合
枡
迄
弦
掛
木
地
露
見
平

均
し
て
壱
挺
五
匁
八
分
に
な
ら
し
、
弐
割
半
引
エ
相
定
」
取
引
を
行

2．5

3．645

3．75

7．05

4．5

工6

2．61

2．4

2．88

t！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
、
②
古
枡
の
修
繕
料
改
印
料
は
馬
耕
が
取
る
代
り
、
大
和
枡
改
中

の
店
賃
食
費
や
枡
職
人
給
料
九
〇
弟
分
、
伏
見
♂
の
運
賃
う
役
所
方

粉価格表
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と
の
交
渉
費
用
な
ど
は
紙
上
が
負
担
し
た
。
要
す
る
に
京
枡

座
は
枡
改
め
の
為
に
、
御
本
枡
写
や
焼
印
な
ど
を
持
参
す
る

が
、
実
際
費
用
は
紙
屋
が
支
払
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
条
件
は
、
取
次
所
と
の
間
で
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

と
考
え
て
亀
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
と
く
に
弐
割
五
分
引
で
枡

を
卸
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

　
販
売
に
当
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
幕
府
よ
夢
の
公
定

価
格
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
直
段
は
上
表
の
如
く
で

あ
る
。
当
初
は
一
升
杁
四
匁
で
は
な
く
、
四
匁
三
分
の
時
期

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
元
禄
十
七
年
六
月
の
願
書
に
は

「
三
分
者
御
所
司
様
涯
指
上
協
、
右
枡
被
為
仰
付
施
菰
♂
五
、

山ハ

N
過
、
三
分
通
上
納
…
癌
細
御
赦
免
紬
徴
為
成
、
　
私
江
被
下
澱
協
、

其
比
者
諸
色
下
直
・
一
茂
御
座
弊
故
、
被
為
下
概
泳
三
分
通
リ

藩
直
段
下
ケ
、
其
節
ず
壱
挺
二
二
四
匁
宛
二
売
来
」
と
の
記

録
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
定
直
段
と
し
て
四
匁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
落
誇
…
い
た
よ
う
で
あ
り
、
正
徳
究
年
に
は
五
匁
五
分
、
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

徳
二
年
の
改
正
で
五
匁
八
分
と
な
り
、
以
後
こ
の
直
段
が
御

34　（556＞



醤（・醗1董｛こ♂）し、て　（脇田）

定
直
段
と
し
て
基
本
価
格
と
な
っ
て
い
る
。
享
保
三
年
貨
幣
改
鋳
の

結
果
、
新
銀
勘
定
に
な
っ
た
時
の
窺
書
上
に
よ
れ
ば
、
　
「
御
升
｛
撮
段

之
庭
蔵
古
来
♂
御
定
直
段
慶
長
銀
二
而
壱
升
入
舛
四
匁
二
被
仰
貸
売

来
リ
協
処
、
元
禄
九
子
年
金
銀
御
吹
替
之
通
絹
銀
・
二
朋
も
、
右
回
三

段
二
売
出
し
咋
二
付
、
舛
出
来
兼
、
大
分
損
銀
賦
と
な
っ
た
の
で
、

正
徳
二
年
に
改
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
享
保
三
年
に
は
新
銀
勘
定
に

な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
古
来
之
逮
舛
直
段
壱
升
入
四
匁
・
一
売
出
申
度
し

と
伺
い
を
た
て
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
こ
の
改
定
は
お
こ
な
わ
れ
な

か
っ
た
。
幕
末
に
は
物
価
高
騰
に
よ
り
値
上
げ
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、

と
く
に
元
治
元
年
に
は
蛤
御
門
の
変
に
よ
る
京
都
大
火
竜
加
わ
っ
て
、

原
料
で
あ
る
檜
・
鉄
の
高
騰
と
、
職
人
手
間
賃
の
高
騰
か
ら
高
値
と

な
っ
て
い
る
が
ヨ
こ
れ
ら
は
御
定
値
段
に
何
割
増
と
い
う
こ
と
で
、

基
準
は
正
徳
二
年
直
段
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
枡
製
造
販
売
の
結
果
、
ど
の
程
度
の

利
益
を
あ
げ
え
た
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
鍛
冶
方
浩
水
筒
と
の
利
益

配
分
に
際
し
て
の
数
字
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
一
」
京
見
世
一
郵
書
銀
高
　
　
　
鉄
掛
枡
之
分
斗

　
子
正
月
汐
十
二
月
迄

　
　
銀
脊
岡
八
轟
貝
ご
一
二
ご
一
匁
山
賎
瓜
刀

　
　
　
内

　
銀
　
四
貫
弐
百
九
拾
三
匁
五
分

右
藩
木
地
代
鉄
物
代
三
枡
様
シ
方
御
印
頂
戴
之
節
焼
代
万
端
入
用
共
一
一
引
之

残
而

　
銀
三
貫
七
百
四
拾
目
壱
分

　
　
此
内

　
　
壱
貫
五
百
目
　
当
子
年
羅
月
澄
十
二
月
迄
請
入
用
二
三
｝
式
銀
掛
之
方

　
　
　
　
　
　
　
斗
二
割

残
銀
得
用

　
　
弐
貫
弐
百
四
拾
饅
壱
分
　
　
有
之

こ
れ
は
安
永
九
年
分
で
、
京
見
世
鉱
掛
枡
の
利
益
だ
け
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
．
っ
て
も
大
体
の
比
率
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

売
上
高
に
対
す
る
製
作
費
用
と
諸
入
用
、
純
利
益
の
比
は
次
の
よ
う

で
あ
っ
て
、
諸
入
用
が
木
地
枡
の
分
ま
で
を
含
ん
で
い
て
か
な
り
多

売上高

製作費

諸入用

利　益

ユ00％

53．44

18．67

2Z88

い
が
、
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
惜
況
を
示
し
た
と
遇
う

る
。
他
地
域
で
の
販
売
は
、
こ
れ
に
運
賃
な
ど
が

加
る
が
、
こ
の
枡
座
の
生
藍
量
か
ら
利
益
に
近
い

屯
の
が
計
算
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
枡
座
の

構
造
に
つ
い
て
、
判
明
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
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①
　
起
点
文
玉
露
は
捌
え
ば
慶
応
二
年
十
一
「
月

一
、
今
度
私
儀
養
父
作
左
衛
門
名
二
二
被
仰
付
、
前
々
二
軍
出
仕
立
売
幽
し

　
い
事
被
仰
付
難
有
奉
存
候
、
京
升
大
小
仕
様
随
分
念
を
入
出
来
候
、
度
々

　
御
奉
行
様
江
奉
願
御
役
人
中
之
御
三
昧
を
溝
、
二
極
メ
之
上
売
繊
シ
可
申

　
候
、
御
冷
無
座
候
双
胎
挺
論
而
も
売
掛
し
申
闘
舖
候
、
　
勿
論
京
升
大
小
之

　
寸
法
御
定
之
通
無
望
事
、
木
品
鉄
物
等
吟
味
仕
、
少
茂
醜
絹
二
丁
御
座
候

　
様
畠
仕
立
可
申
事

　
を
第
　
条
に
、
両
疋
傭
一
段
一
を
守
る
こ
と
、
畝
団
塾
歪
力
御
阿
用
、
絵
図
等
に
つ
い
て

　
も
、
後
階
い
こ
と
は
し
な
い
と
惣
掃
っ
て
い
る
。

⑨
　
巾
・
…
出
遣
｛
爪
に
お
い
て
判
明
す
る
宗
門
改
め
に
は
、
家
族
と
手
代
一
名
と

　
下
男
下
女
一
、
二
名
の
小
家
族
で
あ
る
。

③
　
大
名
で
は
小
倉
藩
、
小
浜
藩
、
一
一
藩
な
ど
が
児
出
さ
れ
る
が
、
も
っ

と
も
大
口
な
の
は
金
沢
藩
で
あ
り
、
天
明
元
年
に
は
一
斗
枡
二
〇
を
始
め
、

一
一
〇
の
枡
を
購
入
し
、
殆
ん
ど
連
年
に
わ
た
っ
て
、
多
い
時
で
四
・
五
〇

〇
、
少
い
と
ぎ
で
四
〇
位
の
机
を
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
藩
用
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

④
覗
。
大
津
市
志
』
四
九
四
九
・
五
〇
頁

⑤
　
　
『
．
御
触
勲
回
寛
保
集
成
』
　
　
　
　
九
六
一
百
ハ

ハ
◎
　
　
立
看
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
山
ハ
　
一
胃
以

四
　
枡
改
め
に
つ
い
て

　
成
立
し
た
枡
座
の
独
占
が
強
化
さ
れ
た
の
は
、
随
次
お
こ
な
わ
れ

た
枡
改
め
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
全
国
を
菜
西
三
三
力
国
に
わ
か
っ

て
通
用
を
規
制
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
有
効
な
ら
し
め
る
た
め

に
、
各
地
を
枡
座
の
役
人
が
巡
見
し
て
枡
改
め
を
お
こ
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
京
枡
の
普
及
と
と
竜
に
、
枡
座
の
特
権
を
保
護
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
秤
に
つ
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
て

お
り
、
寛
保
四
年
を
そ
の
初
め
と
す
る
が
、
枡
座
に
つ
い
て
は
、
安

永
五
年
二
月
江
戸
枡
に
つ
き
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
が
最
初
で
あ
り
、

京
枡
座
で
は
翌
六
年
訴
願
、
七
年
八
月
枡
改
め
の
令
が
出
て
い
る
。

こ
れ
を
第
一
園
と
し
て
第
二
回
は
文
化
七
年
六
月
、
第
三
回
は
弘
化

二
年
と
、
金
国
的
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
た
枡
改
め
は
、
一
二
礪
に
わ
た

っ
て
実
施
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
部
分
的
に
は
、
枡
改
め
の
実
施
は
、
享
保
年
聞
に
見
ら

れ
る
。
江
戸
枡
座
で
は
享
保
二
年
・
同
十
年
に
江
戸
市
中
に
お
け
る

枡
改
め
の
許
可
を
え
た
が
、
京
枡
座
で
は
享
保
十
一
年
十
月
、
福
井

作
左
衛
門
訴
状
に
、
　
「
一
、
京
枡
近
年
段
女
不
売
二
成
協
二
付
、
前

女
之
売
高
と
引
合
捧
処
、
拾
力
帯
以
来
年
々
二
売
減
、
依
之
身
上
不

如
意
二
罷
成
…
…
私
売
出
シ
泳
御
印
枡
之
外
、
紛
敷
枡
世
上
二
取
扱

商
売
嬬
茂
不
仕
協
様
二
従
御
奉
行
様
被
為
仰
付
被
下
咋
様
二
奉
願
協
」

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
枡
改
の
前
提
に
は
、
京
枡
が
不
況
に
な
り
、

気
霜
枡
の
禁
止
を
願
っ
た
の
で
あ
妨
、
既
に
当
時
か
ら
見
廻
り
を
拙
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し
て
い
た
樽
屋
と
も
連
絡
を
と
そ
、
枡
石
を
紅
こ
な
う
の
で
あ
る
．

享
保
十
四
年
二
月
目
願
書
に
は
、
　
「
江
戸
表
之
儀
ハ
先
年
審
判
三
升

取
扱
申
儀
御
停
止
之
御
触
被
為
成
協
、
以
後
升
呑
樽
屋
藤
左
衛
門
方

ず
見
改
選
者
度
々
差
出
吟
味
仕
出
」
と
し
て
願
出
、
同
年
よ
り
「
以

後
定
式
逆
意
遊
者
差
出
し
」
升
見
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
が
、
十
四
年
、
京
、
同
十
九
年
大
坂
に
お
い
て
升
見
改
を
お
こ

な
っ
た
。
こ
の
際
、
酢
、
醤
油
、
酒
製
造
業
老
か
ら
、
取
扱
商
贔
の

必
要
上
「
古
来
♂
木
地
升
」
を
用
い
、
京
枡
は
鉄
気
が
出
る
と
し
て

訴
願
し
、
結
局
木
地
枡
を
枡
座
が
製
造
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
全
国
的
に
枡
改
め
を
実
施
す
る
に
至
っ
た
の
は
安
永
か
ら
で

あ
る
が
、
以
下
、
そ
れ
ら
の
実
施
情
況
に
つ
い
て
も
検
討
し
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
回
は
安
永
六
年
に
訴
願
さ
れ
、
同
七
年
八
月
升
改
め
の

触
が
だ
さ
れ
た
。
そ
し
て
安
永
八
年
、
京
・
由
城
を
始
め
と
し
て
、

大
和
、
摂
津
、
河
内
、
和
泉
、
播
磨
を
改
め
、
天
明
三
年
に
終
了
し

た
。
こ
の
時
は
姫
路
領
は
別
種
の
枡
が
通
用
し
て
い
た
た
め
、
藩
側

は
立
入
を
拒
否
し
、
備
中
、
讃
岐
な
ど
各
藩
に
竜
立
入
り
を
訴
願
す

る
も
不
許
可
に
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
回
は
文
化
七
年
六
月
全
国
に
枡
改
の
触
が
で
て
い
る
が
、
こ

の
時
は
既
に
N
文
化
二
年
三
月
京
都
の
み
は
町
奉
行
の
許
可
を
得
て
、

済
ま
せ
て
お
り
、
触
の
出
た
翌
八
年
三
月
に
は
大
坂
へ
か
か
り
、
九

年
十
年
と
周
辺
を
調
査
し
て
い
た
が
、
丈
政
二
年
八
月
に
は
倉
敷
、

翌
三
年
備
中
、
六
年
備
後
福
山
領
へ
と
山
陽
道
を
改
め
、
広
嶋
領
へ

も
手
を
の
ば
し
て
い
た
。
そ
し
て
八
年
に
は
、
ま
た
京
、
伏
見
を
含

む
山
城
の
枡
改
め
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
第
三
圏
は
弘
化
二
年
に
始
ま
り
、
京
、
山
城
、
大
和
、
摂
津
、
河

内
、
和
泉
、
播
磨
と
す
ま
せ
、
安
政
六
年
に
は
山
陽
靹
に
い
た
っ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
調
査
範
囲
は
、
畿
内
か
ら
播
州
、
備
州
に
及
ん
で
い

る
が
、
法
令
の
上
で
は
西
三
十
三
力
詠
に
適
用
さ
る
べ
き
も
の
が
、

僅
か
に
畿
内
と
山
陽
筋
の
一
部
に
し
か
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

は
注
自
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
。
も
と
も
と
書
改
め
は
、
枡

座
の
要
求
か
ら
出
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府
に
と
っ
て
も
、

こ
れ
に
よ
り
全
国
的
商
業
三
綱
の
一
環
と
し
て
の
役
割
を
果
さ
し
め

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
実
は
、
枡
座
は
幕
領
の
多
い
畿
内
と
、

そ
の
周
辺
に
し
か
勢
力
を
の
ば
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
第
二
圓

で
は
、
譜
代
の
姫
路
藩
を
始
め
各
藩
か
ら
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
四
国
で
は
松
山
、
大
洲
両
懸
、
薩
摩
藩
な
ど
も
交
渉
し
て
い
る
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一
か
、
・
「
御
繍
狽
内
、
江
｝
戸
表
へ
御
断
畑
｝
溶
旧
、
国
枡
w
取
扱
泳
日
付
、
改
二

入
込
峰
而
者
、
失
脚
万
端
費
等
御
座
峰
間
、
御
引
合
瀬
峰
様
国
元
ず

申
越
申
協
」
と
断
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
独
自
の

領
内
経
済
体
系
を
維
持
し
て
お
り
、
御
園
［
枡
を
製
作
し
て
い
た
か
ら

で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
轍
幕
府
の
全
国
市
場
統

制
も
、
な
お
藩
経
済
の
独
臼
性
を
崩
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
枡
改
め
の
具
体
的
情
況
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま
ず

枡
改
め
の
触
は
、
無
勢
枡
、
紛
敷
枡
な
ど
を
禁
じ
た
が
、
実
際
は
枡

座
の
手
代
が
巡
廻
し
て
く
る
の
に
、
一
定
の
日
に
、
町
村
毎
に
庄
屋
、

年
寄
が
、
　
「
枡
取
集
メ
枡
配
所
へ
持
参
」
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
数

を
調
査
し
て
報
告
す
る
の
を
例
と
し
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
全
く
在

方
の
機
構
を
利
用
し
た
屯
の
と
云
え
る
。
集
め
ら
れ
た
枡
は
、
不
審

な
も
の
は
没
収
し
、
修
繕
…
し
う
る
も
の
は
な
お
し
、
無
斗
枡
に
は
焼

印
を
押
す
な
ど
し
た
。

　
こ
の
結
果
は
、
安
永
九
年
一
月
置
洛
中
洛
外
の
調
査
で
、
　
一
六
五

〇
挺
の
枡
を
取
潰
す
な
ど
、
多
数
の
不
正
枡
を
発
見
し
て
い
る
が
、

枡
座
に
と
っ
て
も
、
販
売
上
好
成
績
を
竜
た
ら
し
た
。
文
化
の
枡
改

め
の
際
㍉
文
政
二
年
六
月
、
大
坂
三
郷
と
摂
河
泉
播
で
の
枡
改
を
僥

了
し
て
、
鉱
掛
枡
一
七
六
四
二
挺
、
木
地
枡
四
二
〇
無
謀
挺
、
計
五

九
六
六
四
挺
、
約
六
万
挺
の
売
上
を
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
枡
座

の
販
売
に
大
い
に
影
響
を
も
っ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
枡
改
め
に
は
何
人
か
の
手
代
を
遣
わ
し
た
が
、
代
理

店
の
あ
る
所
で
は
、
安
永
九
年
、
第
一
回
枡
改
め
に
は
既
に
述
べ
た

よ
う
に
南
都
紙
屋
善
左
衛
門
と
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
安
永
五
年
十

月
九
日
に
は
、
山
城
国
以
外
の
枡
改
諸
事
一
式
支
酎
を
、
大
坂
小
倉

町
源
蔵
、
播
州
印
南
郡
細
工
所
村
伊
作
が
引
導
け
て
お
り
、
仕
込
等

は
彼
ら
の
負
担
と
し
、
「
税
金
」
と
し
て
五
〇
両
を
福
井
へ
差
出
す
他
、

枡
改
選
間
鴨
〇
年
の
内
三
年
間
は
月
五
〇
〇
唐
宛
を
納
入
し
、
大
坂

出
店
徳
摺
分
と
し
て
更
に
墨
銀
五
貫
貝
を
納
め
る
な
ど
を
定
め
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
実
行
さ
れ
ず
、
安
永
八
年
に
は
、
谷
森
善
蔵

な
る
者
と
約
束
し
て
、
西
三
十
三
力
国
二
島
の
愛
野
を
十
五
年
間
で

完
済
す
る
と
し
て
、
そ
の
間
善
蔵
が
惣
差
配
を
し
、
　
「
諸
入
営
弁
里

方
仕
入
金
共
不
残
」
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
そ
の
利
益
は
六
分

を
善
蔵
、
四
分
を
福
井
の
収
入
と
す
る
旨
を
契
約
し
た
。
け
だ
し
当

時
、
枡
座
は
財
政
的
に
も
困
っ
て
い
て
、
役
所
よ
り
の
借
金
も
増
大

し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
善
悪
の
財
政
的
援
助
を
得
て
、
枡
座

の
存
続
を
図
っ
允
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
詰
局
解
約
し
ゐ
。
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し
か
し
、
第
二
回
か
ら
は
、
手
代
と
し
て
廻
国
し
た
も
の
は
先
の

よ
う
な
形
を
と
ら
ず
、
枡
座
の
手
代
と
し
て
麗
わ
れ
た
も
の
ら
し
い
。

文
政
六
年
二
月
に
は
、
廻
国
手
代
、
塚
原
佐
兵
衛
、
中
嶋
吉
五
郎
、

長
谷
川
佐
右
衛
門
、
山
本
松
之
助
、
高
橋
六
左
衛
門
の
五
器
の
一
札

を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
風
儀
心
得
に
つ
い
て
の
制
約
で
あ
砂
、

勘
定
そ
の
他
「
私
慾
ケ
芝
敷
事
」
を
禁
じ
て
い
る
。

　
以
上
で
枡
改
め
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
が
枡
座
の
不
振

に
一
因
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
に

せ
枡
の
横
行
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
摘
発
に
重
点
が
お
か
れ
た

こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
今
、
福
井
家
文
書
か
ら
判
明
す
る
と
こ
ろ

を
あ
げ
る
と
、
安
永
九
年
七
月
の
大
坂
改
で
、
不
法
枡
所
持
者
二
七

名
が
あ
げ
ら
れ
、
閉
門
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
は

無
数
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
非
法
製
造
人
の
発
見
も
多
く
、
安
永
五

年
二
月
に
は
、
木
地
枡
製
造
の
廉
で
、
京
西
洞
院
押
小
路
鍵
屋
庄
右

衛
門
、
大
宮
七
条
心
密
平
兵
衛
、
西
洞
院
五
条
近
江
屋
九
郎
兵
衛
が

あ
り
、
天
明
五
年
十
月
に
も
大
坂
で
署
名
、
覧
政
四
年
二
月
、
京
で

十
九
名
、
文
政
九
年
三
月
に
は
摂
津
西
成
郡
稗
嶋
村
伝
法
量
与
布
、

九
条
村
播
磨
屋
徳
次
郎
、
勝
間
村
亀
屋
新
兵
循
、
和
泉
大
鳥
郡
湊
村

高
木
屋
喜
八
の
四
名
が
、
天
保
二
年
に
は
奈
良
・
郡
山
で
三
名
が
処

罰
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
情
状
に
も

よ
る
が
、
家
財
欠
所
の
上
、
五
畿
内
、
上
野
、
武
蔵
、
東
国
、
東
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

道
、
録
光
筋
構
と
い
う
中
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、

な
お
こ
の
よ
う
な
密
造
人
が
絶
え
な
か
っ
た
の
は
、
畿
内
を
中
心
に

枡
の
需
要
が
多
く
、
枡
座
の
独
占
に
対
す
る
ア
ウ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
の

意
味
を
も
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
枡
座
は
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
絶
え
ず
動
揺
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　，

e
座
の
経
営
は
、
そ
の
価
格
を
定
め
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
独

占
的
企
業
で
あ
り
、
生
産
量
も
増
し
、
そ
の
価
格
も
先
の
計
算
に
よ

れ
ば
、
ほ
ぼ
一
二
〇
％
の
利
益
を
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
、
経
営
は
徐
々
に
困
難
を
加
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

宝
暦
十
二
年
に
は
勘
定
方
よ
り
銀
六
貫
匁
を
拝
借
し
、
十
王
年
に
は

八
幡
新
町
備
後
屋
才
右
衛
門
よ
り
、
月
六
朱
の
利
足
で
二
十
三
貫
臼

の
借
用
を
し
て
い
る
。
ま
た
安
永
二
年
以
降
、
や
は
り
町
奉
行
所
勘

定
方
よ
り
利
足
月
六
朱
で
壱
貫
目
宛
借
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
　
一

時
期
か
も
し
れ
ぬ
が
、
か
な
り
経
営
困
難
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
欝
欝
に
も
お
こ
な
わ
れ
た
枡
改
め
に
よ
り
、

危
機
を
切
抜
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
か
か
る
独
占
的
体
制
が
崩
壊
す
る
時
期
が
到
来
し
た
。
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明
治
維
新
は
、
新
し
く
度
量
衡
制
度
の
改
定
と
、
そ
の
実
質
的
な
全

国
統
一
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
枡
座
も
ま
た
旧
来
の
特
権
を
廃

止
さ
れ
、
新
し
く
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

①
　
寛
保
二
年
の
取
警
め
に
よ
れ
ば
、
似
せ
耕
を
製
造
し
た
も
の
に
は
、
引

　
鯉
之
上
獄
門
と
な
っ
て
お
り
、
　
「
入
撰
違
無
事
に
撃
て
は
中
追
放
」
と
な

　
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
中
研
の
密
造
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ

　
ろ
う
。
　
（
『
古
事
類
苑
』
秤
量
都
五
三
頁
）

付
記
　
福
井
家
文
欝
の
調
査
に
際
し
て
は
、
御
当
童
竹
田
博
二
氏
は
じ
め
家

　
人
の
方
々
に
お
世
誕
に
な
っ
た
．
厚
く
御
礼
を
申
上
げ
る
。
ま
た
本
調
査

　
は
京
大
国
史
研
究
室
小
葉
田
教
授
の
大
学
院
演
智
「
近
世
の
京
都
」
の
研

　
究
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
い
、
近
世
物
価
史
研
究
会
の
研
究
の
一
部
を
か

　
ね
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
に
は
小
葉
田
教
授
、
野
村
節
子
氏
が
難
行
さ
れ

　
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
識
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
山
ハ
　
年
…
濫
n
月
稿
｛
ハ
一
二
年
再
”
講
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
講
師
）
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．Con’ce’irning．the．Refeidai．Hjdn歴．代宝案．

　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　Atsushi　Kobata

　　Last　year　ln　November・at　the　lnstituee　of　Advanced　Projects

of　the　East－West　Center，　Hawaii　UBiversity，　1　wrote　a　paper，

“Commentary　on　the　Refeidai　Hdnn”，　foY　the　lnstitute’s　prograrp

of　’research　on　Ryul〈yu　history．　About　that　time　Mr．　Lai　YungL

Hslang’s　intreductory　paper　entitled　“Li－tai－pao－an，　a　collection

of　doctirnents　on　foreign　relations　of　the　Ryul〈yu　lslands”　was

also　ptiblished．　An　abridgement　of　the　Releidai　f－Zo’an　kept　in

Taixvan　Natienal　University　was　put　on　microfilm　by　the　Acade－

mia　Sinica　of　Taiwan　last’ 凾?ａｒ　and　given　into　the　custody　of　the

Library　of　the　lnstitute　of　History　and　Philology　of　the　Acade－

mia．　At　the　end　of　！ast　year　and　during　the　spr1ng　of　this　year

several　copies　of　the　microfilm　were’　i！｝qde’　and　distributed　to　the

Library　of　Congre’ 唐奄刀@ln　Washington，　the　University　of　Hawa2i’s

East－West　Centet，　the　Harvard－Yenching　lnstitute　at　Haz－vard

University，　the　Toyo　Bunko　in　Tokyo，　and　the　Schoo！　of　Oriental

and　African　Seudies　at　London　University，　as　well　as　to　Ryukyu

University．　ln　this　way　the　Rekida’la’　NOan　has　gained　tke　atten－

tion　of　some　of　the　world’s　scholars　on　the　Far　East　My　paper

has　been　translated　into　Engllsh　in　preparatlon　｛or　publication　at

the　East－West　Center，　and　with　the　understanding　of　the　Center

administratioB，　1　have　made　some　revisloRs　for　the　purpose　of　the

present　artic！e．

The　Kyo－Masu　Za京枡座in　the　Edo　Period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Osamu　Wakita

　It　ls　common！y　accepted　that　in　’research　on　the　early　Edo

period　with　its　emphasis　on　the　feudal　society　based　on　the石高

＄］1　（system　of　rice　revenues　fixed　in　koku）　in　which　grain　was

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　710　）



the　main　commodity　of　commerce，　problems　of　measurement　are

a　major　concern．　Prof．　Keigo　H6getsu　has　already　published　his

excellent　work　on　this　prob！em．　ln　this　ayelcie　1　have　relied　on

th．e京枡座文書（Documents　of　the　Kyo－masu　Za）which　I　had　oc－

casion　to　peruse　and　have　tried　to　throw　light　on　the　formation

and　structure　of　the　Masu　Za　which　was　part　of　the　Bakufu’s

system　for　controlling　comrnerce．　The　Kyo－masac　Za　came　ui3der

the　subordinates　of　£he．　House　of　Nakai，　Chief　Carpenters，　with

their　close　relationship　to　the　Bal〈ufu．　Thus　they　received　the

Bakufu’s　supervision　and　the　privileges　of　specia｝　pyotection　in

production　and　prices　of　masu．　This　analysis，　as　well　as　illListra－

ting　certain　features　of　the　system　of　privileged　inonopoly，　also

clarifies　some　aspects　of　the　feudal　lords’　control　of　the　market．

The　Significance　of税（Tax）and課（Levies）among
　　　　　　　　　　the　Burdens　on　the　Tang　People

　　　　　The　Vocabulary　of　the輪課税物System　in　Tang　Law

by

Senyu　Nishimura

　　As　1　wrote　previously　in・　an　article　entitled　“The　S1gnificance

of税and課in　the　Ledgers　and　Registers　of　Western　Wei”圭11

the　Far　Eastern　History　Review，　Vol．　20，．　Nos．　1　and　2｛　the　ap－

propriations至rom　the　people　under　the均田　（Land　Division）

system　of　the　Northern　Dynasties　period　in　China　can　be　divided

into　the　£wo　categories　of　tax　and　levies．　Similar　princlples　of

classi且cation　are　applicable　in　the均田systems　of　the　Swe　and

Tang　Dynasties．　Therefore，　1　would　like　to　discuss　the　taxes　and

levies　of　the　Tang　period　as　an　extension　of　my　previous　article．

　　As　the　Tang　period　was　the　period　of　the　breakdown　of　the

）t一’iE］］　systein　which　had　continued　and　developed　from　the　time

ef　the　Northern　Dynasties，　and　the　period　of　the　appearance　of

anew　system　of　taxation　called　the両税法（Two－Tax　System），

the　relation　between　the　o1d　and　new　systerns　as　well　as　the　pro一
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